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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑪】 

⑪ 包括的支援加算の見直し  
 

第１ 基本的な考え方 
 

在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点か
ら、包括的支援加算について、対象患者を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．包括的支援加算について、要介護度と認知症高齢者の日常生活自立
度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症高齢者の日常生
活自立度のランクⅢ以上に見直す（障害者支援区分についての変更は
無い）。 

２．包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」
を追加する。 

 

改 定 案 現   行 

【在宅時医学総合管理料及び施設入

居時等医学総合管理料】 

［施設基準］ 

別表第八の三 在宅時医学総合管理

料の注10（施設入居時等医学総合

管理料の注５の規定により準用す

る場合を含む。）に規定する別に

厚生労働大臣が定める状態の患者 

要介護三以上の状態又はこれに

準ずる状態 

日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さが

見られ、介護を必要とする認知症

の状態 

頻回の訪問看護を受けている状

態 

訪問診療又は訪問看護において

処置を受けている状態 

介護保険法第八条第十一項に規

定する特定施設等看護職員が配置

された施設に入居し、医師の指示

を受けた看護職員による処置を受

【在宅時医学総合管理料及び施設入

居時等医学総合管理料】 

［施設基準］ 

別表第八の三 在宅時医学総合管理

料の注10（施設入居時等医学総合

管理料の注５の規定により準用す

る場合を含む。）に規定する別に

厚生労働大臣が定める状態の患者 

要介護二以上の状態又はこれに

準ずる状態 

日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さの

ために、介護を必要とする認知症

の状態 

頻回の訪問看護を受けている状

態 

訪問診療又は訪問看護において

処置を受けている状態 

介護保険法第八条第十一項に規

定する特定施設等看護職員が配置

された施設に入居し、医師の指示

を受けた看護職員による処置を受
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けている状態 

 麻薬の投薬を受けている状態 

その他関係機関との調整等のた

めに訪問診療を行う医師による特

別な医学管理を必要とする状態 

けている状態 

（新設） 

その他関係機関との調整等のた

めに訪問診療を行う医師による特

別な医学管理を必要とする状態 

 




